
経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 

（法人番号） 

加賀商工会議所（法人番号 5220005004201） 

加賀市（地方公共団体コード 172065） 

実施期間 2023/04/01 ～ 2028/03/31 

目標 経営発達支援事業の目標 

【目標①】小規模事業者の自社の強みを活かした事業展開、消費者ニーズ（地元

客のニーズ、観光客のニーズ等）や顧客のニーズ等を満たす事業展開、さらにこ

れらに伴う販路開拓などを支援することにより、地域の産業基盤や雇用基盤の強

化を図る 

【目標②】小規模事業者の IT 活用による業務効率化・販路拡大（情報発信）・技

術革新や、伝統工芸品・農水産物・観光資源等の地域資源を活用した商品・サー

ビスの開発などの新たな取組を支援することにより、地域を牽引する新たな産業

群の創出に向けた種まきを行う 

【目標③】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々

の課題を設定した上で、地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全

体での持続的発展の取組を図る 

事業内容 Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

1. 地域経済動向調査に関すること 

小規模事業者がマクロ的な視点で経営判断を行うことを目的に、「加賀市内の企

業に対する景況調査」『市内企業巡回訪問「まいどさん運動」によるヒアリング

調査』などで情報を収集し、結果を分析後、ホームぺージで公表する。 

2. 需要動向調査に関すること 

小規模事業者の特産品を活用した商品開発（主に食品）を支援することを目的

に、個社の商品に関する市場調査を実施し、結果を商品のブラッシュアップに繋

げる。 

3. 経営状況の分析に関すること 

小規模事業者自身が自社の現状（経営状況）や取り組むべき課題を正しく把握す

ることを目的に、経営分析（定量分析たる財務分析と、定性分析たる非財務分析

の双方）を支援する。 

4. 事業計画の策定支援 

「地域の経済動向調査（経営環境）」や「経営状況の分析（自社の強み）」及び



「需要動向調査（顧客ニーズ）」の結果を踏まえたうえで、小規模事業者の強み

を活かした事業展開、消費者ニーズ・顧客のニーズ等を満たす事業展開などに資

する事業計画の策定を支援する。 

5. 事業計画策定後の実施支援 

前項で策定したすべての事業計画を四半期毎にフォローアップすることで、事業

者の売上や利益の増加を実現する。 

6. 新たな需要の開拓支援 

小規模事業者の新たな需要開拓を目的として、「商談会の出展支援」や「EC によ

るテストマーケティング支援」といった販路開拓の個社支援を実施する。 

連絡先 加賀商工会議所 経営支援課 

〒922-8650 石川県 加賀市 大聖寺菅生ロ 17-3  

TEL:0761-73-0001 FAX:0761-73-4599 

e-mail:kaga@kagaworld.or.jp 

加賀市 産業振興部 商工振興課 

〒922-8622 石川県 加賀市大聖寺南町 ニ 41  

TEL:0761-72-7940 FAX:0761-72-7991 

e-mail:shoukou@city.kaga.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

1.目標 

(1)地域の現状及び課題 

①現状 

ア 加賀市の概況 

 加賀市（以下、当市）は、石川県の西南部に位置し、総面積 305.87 ㎢、周囲 98.5km に広がり、16.5km

に及ぶ美しい海岸線は越前加賀国定公園に指定されている。また、小松市と福井県の境界にある大日山（標

高 1,368m）に源を発する大聖寺川・動橋川が日本海に注ぎ、それぞれの流域に開けた森や水に恵まれた地

域である。 

交通は、飛行機の場合、羽田から飛行機、路線バス空港線、北陸本線を利用し約 1 時間 45 分、鉄道の

場合、東京から北陸新幹線、北陸本線特急を利用し約 3 時間 30 分、車の場合、東京から関越自動車道を

経由して片山津インターチェンジまでで約 6 時間 10 分の距離にある。 

当市は、平成 17 年に旧加賀市と旧山中町が合併して新加賀市となった。そのため、当市には、加賀商

工会議所（以下、当所）と山中商工会の 2 つの商工団体がある。 

 

■立地・交通 
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■当所管轄エリア（当所管内） 

 
 

イ 北陸新幹線 金沢・敦賀間の線路延長 

北陸新幹線は、東京から北回りで大阪までを結ぶ約 700 キロメートルの路線である。整備新幹線の 1つ

で、高崎・長野間は平成 9年 10 月から、長野・金沢間は平成 27 年 3 月から営業運転が開始されている。 

金沢以西については、金沢・敦賀間は平成 24 年 6 月 29 日に認可され、令和 6（2024）年春頃の開業を

目指し建設工事が進められている。当市においても、「加賀温泉駅」が停車駅となっている。 

また今後は、敦賀以西についても、小浜、京都、松井山手駅付近を経由して新大阪駅につながるルート

が採用。北陸新幹線が東海道新幹線と直結することにより、関東・北陸・近畿・中京・東海を環状に結ぶ

高速交通ネットワークが形成される予定である。 

 

出典：（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構「北陸新幹線 金沢・敦賀間 地域に愛される駅をめざして」 
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海外 8.5 万人 8.1 万人 1.0 万人 0.0 万人 

（うち台湾） 4.5 万人 4.5 万人 0.5 万人 0.0 万人 

観光消費額 542.1 億円 518.3 億円 コロナ禍のため未算出 

観光施設・関連機関利用者数 153.0 万人 162.1 万人 83.1 万人 67.3 万人 

温泉観光地としての認知度 55.9 ％ 60.0 ％ 60.6 ％ 60.9 ％ 

観光客の満足度 

（大変満足した割合） 
37.5 ％ 35.9 ％ 39.5 ％ 43.0 ％ 

あこがれの温泉地ランキング 

（対象：327 温泉） 
17 位 16 位 16 位 17 位 

もう一度行きたい温泉地ランキング 

（対象：327 温泉） 
21 位 20 位 21 位 20 位 

※「入込客数」「観光消費額」は、2014 年度策定の観光戦略プランで示す計算方法にて算出 

※「観光地としての認知度」「観光客の満足度」「あこがれの温泉地」「もう一度行きたい温泉地」はじ

ゃらんネットによるインターネットアンケート調査の結果 

出典：加賀市「第 3 次加賀市観光戦略プラン」 

 

キ 産業 

(a)業種別の商工業者数（小規模事業者数）の推移 

当市における当所管内の人口比率は約 9割となっている。そのため、事業所数（小規模事業所数）にお

いても、市全体の事業所数（小規模事業所数）と当所管内の事業所数（小規模事業所数）では差が少ない

ものと考えられる。そこで、ここでは市全体の事業所数（小規模事業所数）を当所管内の事業所数（小規

模事業所数）とみなす。 

事業所数は、平成 24 年が 3,859 者、平成 28 年が 3,648 者である。 

 小規模事業所数は、平成 24 年が 3,073 者、平成 28 年が 2,878 者であり、4 年間で 6.3％減少している

。産業別にみると、卸・小売業（△48 者）、他サービス業（△44 者）、製造業（△37 者）の順に減少数

が大きくなっている。一方、医療、福祉では増加がみられる。 

建設 製造
情報
通信

卸・
小売

宿泊・
飲食

医療、
福祉

他サー
ビス

その他 計

平成24年
事業所数 339 861 11 926 533 225 735 229 3,859
小規模事業所数 333 778 8 650 388 91 620 205 3,073

平成28年
事業所数 315 825 9 847 504 247 694 207 3,648
小規模事業所数 308 741 6 602 361 100 576 184 2,878

増減(H28年-H24年）
事業所数 △24 △36 △2 △79 △29 22 △41 △22 △ 211

増減割合 △7.1% △4.2% △18.2% △8.5% △5.4% 9.8% △5.6% △9.6% △5.5%
小規模事業所数 △25 △37 △2 △48 △27 9 △44 △21 △ 195

増減割合 △7.5% △4.8% △25.0% △7.4% △7.0% 9.9% △7.1% △10.2% △6.3%  
出典：総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」より一部加工 

 

(b)業種別の現状と課題 

ⅰ_商業 

［現状］ 

 商業の推移をみると、商店数は平成 4 年のピーク時 1,238 件から年々減少傾向にあったが、平成 26 年

の 705 件を底に増加傾向に転じている。年間商品販売額についても同様に、平成 4 年のピーク時 1,627 億

円から減少傾向にあったが、平成 26 年の 840 億円を底に増加傾向に転じている。 

 商店数・年間商品販売額ともにピーク時の 5 割ほどとなっているが、市外資本店の流入や市外に大型商

業施設が完成したことが主な要因である。反対に平成 26 年から増加傾向に転じた要因として、平成 27 年

3 月に北陸新幹線金沢開業の影響が考えられる。 
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 令和 2（2020）年には新型コロナウイルス感染症の拡大により、休業要請や外出自粛要請による来客数

が激減の影響で、事業者の経営が逼迫したが、令和 4（2022）年夏以降は、大幅に規制が緩和され回復傾

向にある。 

 

［課題］ 

当市には、8,000 人規模の地区が点在しており、それに伴い同規模の商店街が点在している。主たる商

店街としては、大聖寺、片山津、山代、山中の 4つがあり、それぞれ歴史的背景のある観光地、温泉観光

地と付随して、特色を持った商店街として長い間賑わっていた。 

 しかし、近年の市外・県外チェーン店の大量流入、大規模型商業施設が近隣に多数開業するなどの影響

で、事業者数は激減し、商店街会員数も激減している。また、後継者がおらず高齢を理由に廃業する事業

者も増加している。 

 また、今般のコロナ禍の影響でネット販売化が更に促進され、小売業へ深刻なダメージを与えている。 

 今後は、チェーン店・大型店とは異なる特異性を持った個店の創出や、ネット販売への転換を考える事

業者支援、事業承継を促進させることにより、事業者数減へ対応する必要がある。 

 

ⅱ_工業 

［現状］ 

 製造業の推移をみると、事業所数は平成 5 年のピーク時 526 件から年々減少してきており、令和元年は

260 件と半減している。一方、製造品出荷額は平成 5 年の 1,540 億円から令和元年の 2,450 億円へと増加

傾向にある。 

 当市は、自転車・オートバイ等のチェーンやリムなどの製造が盛んな「ものづくりのまち」であり、こ

れらの製造品で国内シェアの割合を大きく占める事業所が多数あることから、市内製造業が出荷額を増や

しながら成長してきたことを示している。 

 コロナ禍においても、大きな打撃を受けた宿泊業などの他業種に比べ、比較的影響は少なく推移してい

る。しかし、令和 4（2022）年初めより問題となっている原油価格高騰の煽りを受け、輸送費・電気料が

増加し、経費が増加し、利益を圧迫している。 

 

［課題］ 

地場産業の中心であった織物・撚糸などの繊維産業や漆器製造業の需要の落ち込みから、就業人口、売

上ともに減少傾向が続いている。その一方で、機械製造業では好調な事業者もあり、ものづくりのまちと

して産業構造の変化が見られる。 

 また、市の人口減少が深刻化しており、働き手がいないことが喫緊の課題となっている。 

 当市は、平成 30（2018）年 4月から「スマートシティ構想」を標榜しており、令和 4（2022）年 3 月に

国から「デジタル田園健康特区」として指定された。「第 4 次産業革命」のコア技術と言われている AI

や IoT、ロボットなど先端技術を活用し、人材育成と新たな産業群を創造することで、便利で安心して暮

らせる持続可能な都市の実現を目指している。このスマートシティ構想による IT 技術を積極的に取り組

むことにより、人手不足の解消を狙う。今後は、リスキリング・スキル向上を目的とした研修会や社内研

修等で、事業者の中から IT 人材を発掘・育成する必要がある。 

 

ⅲ_観光業 

［現状］ 

 平成 27（2015）年 3 月の北陸新幹線金沢開業に起因する首都圏からの誘客強化とインバウンドの推進を

中心とした戦略の結果、インバウンド入込客数は平成 30（2018）年において 84,500 人余りを記録した。

また、金沢開業時に観光入込客数も 200 万人を超えるなど、観光消費額も過去最高の約 542 億円に達した。 

 しかし、平成 31（2019）年より観光入込客数・観光消費額ともに減少傾向にあり、さらには令和 2（2020） 

年の新型コロナウイルス感染症の拡大により、激減した。また渡航制限に伴いインバウンド入込客数は皆

無となった。 

 令和 4（2022）年春以降には、感染拡大の落ち着きとウィズコロナ・アフターコロナの期待が増大し、

国内需要に一定の回復傾向がみられるほか、渡航制限も段階的に解除されるなど、さらなる需要の拡大が

切望されている。 
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［課題］ 

コロナ禍により観光業の在り方も大きく変遷し、団体旅行から個人旅行へと需要が高まっている。ワー

ケーションをはじめとする、従来の観光型から滞在型への移行など、旅行形態変化への対応のために宿泊

施設や観光施設の改修などを推し進める必要がある。 

 一方、日本において人口減少が続き、全国的に国内旅行の需要が年々減少傾向にあるなかで、観光地域

間の競争も激しさを増し、国内誘客の難易度は年々高くなっており、海外からの観光客はコロナ禍からの

回復が不透明な状況にある。 

 今後は、北陸新幹線敦賀延伸による加賀温泉駅開業に向け、首都圏などの都市圏を中心に、新たな市場

を開拓しながら誘客促進を強化する必要がある。 

 

ク 第 2 次加賀市総合計画 

 「第 2次加賀市総合計画」（令和 3 年度～令和 12 年度）の商工・観光部分は下表のとおりである。 

小規模事業者支援の視点からみると、①工業振興では、ものづくり産業の振興を積極的に進め、就業の

場を確保するとともに、専門性の高い産業人材の育成を進めること、②商業振興では市の玄関口としてふ

さわしい賑わいのある空間の創出に向け、加賀温泉駅周辺の整備を進めること、③観光振興では本市が有

する豊富な観光資源を磨き上げるとともに、誘客プロモーション活動を拡充し、国内外から更なる観光誘

客を推進することなどが掲げられている。 

■基本構想（平成 29 年度～令和 8年度） 

基本理念 ・歴史と伝統文化の尊重 

・美しい自然の保全と継承 

・暮らす人や訪れた人が笑顔になるまち 

将来都市像 『自然・歴史・伝統が息づく 住んでいたい 来てみたいまち』 

～地域の強みを活かし、ともに進める 人・まちづくり～ 

基本方針 基本方針 2 観光と歴史、文化の振興による賑わいのあるまちづくり 

①戦略的な観光振興策の推進、②三温泉共創による地域の魅力づくりの推進 

③都市圏への戦略的観光プロモーションの推進 

④海外都市交流とインバウンド観光の推進、⑤国内都市との広域交流の推進 

⑥伝統文化の継承・文化活動の充実 

基本方針 3 ものづくりと雇用創出で、活力と勢いのあるまちづくり 

①産学官連携によるまちづくりの振興 

②IoT などを活用した人材育成と新産業・研究への支援 

③企業誘致の推進、④地元就職の促進と OR の推進、⑤新規創業の支援 

⑥商工業の振興、⑦伝統産業の継承・活性化、⑧農林水産業の振興 

 

②課題 

これまで記述した内容から小規模事業者にとって対策が必要な地域の課題をまとめる。 

まず、人口をみると、当所管内の人口は減少傾向で推移しており、今後も減少傾向が見込まれている。

小規模事業者においては、人口減少による消費の減衰への対応が課題となる。 

さらに、年齢 3 区分別人口をみると、高齢化率が上がり消費構造が変化していくことから、この変化へ

の対応が課題となる。また、生産年齢人口の減少が見込まれ、働き手が不足することが予測されることか

ら、IT 化等による生産性の向上が課題である。 

特産品では、九谷焼や山中漆器など伝統工芸品があり、訪れる人の目を楽しませている。また、冬季に

出回るカニや、地元の米を使った酒など特産品が多くある。小規模事業者においても、これら特産品を活

用した高付加価値商品の開発が期待されている。 

観光面では、山代温泉、山中温泉、片山津温泉の個性豊かな 3つの温泉地をはじめ、豊かな自然、歴史、

伝統、文化など魅力的な観光資源を多数有しており、平時は 200 万人弱の観光客を惹きつけている。一方、

小規模事業者に目を向けると、この観光消費の獲得（インバウンド需要の獲得含む）にまだまだ余地があ

るといえる。そのため、今後のウィズコロナ・アフターコロナにおける観光需要の獲得拡大が課題となる。 

業種別の事業所数の推移をみると、小規模事業所数は、平成 24 年が 3,073 者、平成 28 年が 2,878 者で

あり、4 年間で 6.3％減少している。産業別にみると、卸・小売業、他サービス業、製造業の順に減少数
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が大きくなっている。近年の創業希望者の状況をみても、卸・小売業や製造業での創業はほとんどみられ

ないことから、地域の活力維持のために、既存の卸・小売業や製造業の経営改善や事業承継による事業所

数の維持がひとつの課題となっている。 

業種別の課題をみると、①商業では、市外・県外チェーン店や大規模型商業施設との差別化、IT 等を活

用した販売への転換、事業承継など、②工業では、織物・撚糸などの繊維産業や漆器製造業といった伝統

的産業の経営改善、AI・IoT・ロボットなどの先端技術を活用した生産性向上や新たな産業群の創出、IT

人材の発掘・育成など、③観光業では、「団体旅行から個人旅行へ」「観光型から滞在型へ」といった時

代に沿った観光客ニーズへの対応、インバウンド需要の獲得などが課題となっている。 

また、今後 5年間で小規模事業者の経営環境に影響を与える出来事をみると、令和 6（2024）年春頃の

開業を目指し、北陸新幹線 金沢・敦賀間の線路延長が計画されている。当所管内においても、「加賀温

泉駅」が停車駅となっていることから、駅周辺の整備に伴う人流の変化への対応、首都圏からの観光客や

ビジネス客等の新たなニーズへの対応による、収益の拡大などが課題となる。 

 

(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①10 年程度の期間を見据えて 

今後 10 年間の小規模事業者を取り巻く環境を見据えると、『マクロ環境』では、人口減少、少子高齢

化、生産年齢人口の減少などが予測されており、地元購買力の減衰や人手不足などが見込まれている。『市

場環境』では、新たな生活様式への対応、ウィズコロナやアフターコロナ時代の事業展開の模索、観光客

における「団体旅行から個人旅行へ」「観光型から滞在型へ」といった需要の変化など、時代による消費

者ニーズの変化が予測される。また、北陸新幹線「加賀温泉駅」の開業により新たなビジネスチャンスが

生まれる。『競争環境』では、市外・県外チェーン店や大規模型商業施設との競争、ネット販売との競争

などが激しさを増すであろうと考えられる。 

 このような環境の変化や多様化・複雑化に対し、小規模事業者が今後も持続的経営を行うためには、小

規模事業者がそれぞれの強みを活かしながら、時代や地域の状況に適応した「新たな価値を生み出してい

ること」が必要であると考える。そこで、これが実現できている姿を 10 年後の小規模事業者のあるべき

姿と定め、当所でも重点的に支援を実施する。 

なおここで述べる“新たな価値”とは、具体的には以下のとおりである。 

1. 自社の強みを活かした特異性や魅力 

2. 消費者ニーズ（地元客のニーズ、観光客のニーズ等）・顧客のニーズの充足 

3. 域外、市外、全国、海外へ販路を拡大させるマーケティング 

4. 伝統工芸品、農水産物、観光資源等の地域資源を活用した商品・サービス 

5. IT を活用した業務効率化、販路拡大（情報発信）、技術革新や、これらに伴う新たな産業群の創造 

 

②第 2 次加賀市総合計画との連動性・整合性 

 「第 2 次加賀市総合計画」では、①工業振興で「ものづくり産業の振興」「就業の場の確保」、②商業

振興で「賑わいのある空間の創出」、③観光振興で「豊富な観光資源の磨き上げ」などを掲げている。 

 前述の『10 年程度の期間を見据えて』で記述した「1.」「2.」「3.」「5」は総合計画の「ものづくり

産業の振興」や「就業の場の確保」、「1.」「2.」「4.」は「賑わいのある空間の創出」、「4.」は「豊

富な観光資源の磨き上げ」にそれぞれ資する目標であり、連動性・整合性がある。 

 

③商工会議所としての役割 

当所は、昭和 44 年 4 月に創立以来、現在に至るまで、商工業者に役立つ・必要とされる会議所を目指

して、地域基盤と公共性を持つ組織を活かし、地区内における商工業者を総合的にサポートすることで、

一貫して地域の産業振興に取り組んできた。また、地域開発や観光振興、環境整備等の会員の意見を集約

し、国・行政・関係機関等へ陳情・要望し、地域振興の発展に努めるという、地域の総合経済団体として

の役割を担ってきた。 

事業者への各種情報提供、記帳指導、金融（資金調達）指導のほか、経営全般への指導を行うとともに、

従業員・経営者・高校生ら将来を担う産業人材のスキルアップ支援事業や各種共済制度を取り揃え、地域

の小規模事業支援機関としての役割も果たしてきた。 

しかしながら、前述の「(1)地域の現状と課題」で示したとおり、最大の課題である人口の減少を踏ま
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えると、当所が行ってきた経営支援や人材育成を従前よりももっと多くの事業者に展開していかなけれ

ば、事業者数の減少に歯止めがかからないことが予想される。 

そのため、今後は、当所が積極的に事業者にアプローチし、新たな価値を持った商品、サービス、提供

方法、人材育成を促進することにより、市内の活性化に繋げる必要がある。 

第 1 期経営発達支援計画では、以下の目標を掲げ、小規模事業者支援を実施してきた。今後は第 2 期経

営発達支援計画を定め、小規模事業者の活性化に向けて全職員一丸となり取り組む。 

目標（第 1 期経営発達支援計画） 

(1)地域企業の減少に歯止めをかけるために 

①既存事業者の経営状況を詳細に把握し、需要動向の調査、事業計画の策定・実施支援、販路開拓な

どを支援しながら「経営をしっかり行う持続的企業」を数多く育てる。 

②高齢化が進んでいる経営者に対する事業承継、後継者の育成の支援を行う。 

③資金調達、事業承継、経営改善など既存事業者の実態やニーズにあった支援を行う。 

④起業・創業支援により雇用の増進を図る。 

(2)経営の抜本的な見直しを支援するために 

①経営革新を進め、新商品等の開発や新規分野への参入等につながる支援を行う。 

②物産振興のため、地産他消（地域外に販路を求め）を推進し、物産展等により販路開拓に取り組む

とともに、自立的発展と販路拡大に取り組む。 

③経営者・従業員・高校生らのマインドとスキルの向上による人材（人財）育成に取り組む。 

(3)交流人口増による地域活性化 

他機関と連携しながら、地域のイベントを行い、観光入込客数や宿泊客数を増加させ、加賀という地

域のブランド化に取り組む。 

 

(3)経営発達支援事業の目標 

(1)地域の現状及び課題、(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方を踏まえた上で、今後 5 年間

の事業実施期間で取り組む目標を以下のとおり定める。 

 

【目標①】 

小規模事業者の自社の強みを活かした事業展開、消費者ニーズ（地元客のニーズ、観光客のニーズ等）

や顧客のニーズ等を満たす事業展開、さらにこれらに伴う販路開拓などを支援することにより、地域の

産業基盤や雇用基盤の強化を図る 

【目標②】 

小規模事業者の IT 活用による業務効率化・販路拡大（情報発信）・技術革新や、伝統工芸品・農水産

物・観光資源等の地域資源を活用した商品・サービスの開発などの新たな取組を支援することにより、

地域を牽引する新たな産業群の創出に向けた種まきを行う 

【目標③】 

 上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、地域経済

を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

2.経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和５年４月１日～令和１０年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 
【目標①達成のための方針】 

小規模事業者の自社の強みを活かした事業展開、消費者ニーズ（地元客のニーズ、観光客のニーズ等）

や顧客のニーズ等を満たす事業展開を実現するため、まずは経営分析により各事業者の現状（経営状況）

を明らかにする。経営分析では、財務データ等からみえる表面的な経営課題だけでなく、事業者との対

話と傾聴を通じて経営の本質的な課題を事業者自らが認識することに重点を置く。同時に、「加賀市内

の企業に対する景況調査」や『市内企業巡回訪問「まいどさん運動」によるヒアリング調査』を通じて

外部環境を整理する。これらの分析結果を活用しながら、小規模事業者の今後の取組を事業計画にまと

める支援を行い、さらに計画を伴走型でフォローアップすることで、売上や利益の拡大を実現する。 

また、上記の自社の強みを活かした事業展開や消費者ニーズ（地元客のニーズ、観光客のニーズ等）

や顧客のニーズ等を満たす事業展開に伴う販路拡大においては、「かなざわマッチング商談会」「ふく

いビジネス商談会」「とやまビジネスドラフト」といった商談会を活用し支援を行う。 

 

【目標②達成のための方針】 

小規模事業者の IT 活用による業務効率化・販路拡大（情報発信）・技術革新支援に関しては、小規

模事業者の DX に関する意識の醸成や基礎知識を習得させること、実際に DX に向けた IT ツールの導入

や Web サイト構築等の取組を推進していくことを目的に IT 関連セミナーを開催する。また、IT を活用

した販路開拓として、「EC によるテストマーケティング」を実施し、売上拡大が実現するまで伴走型で

支援を行う。 

伝統工芸品・農水産物・観光資源等の地域資源を活用した商品・サービスの開発などを支援では、「特

産品を中心とした商品の調査」を通じて観光客および地元客を対象に調査を実施し、結果を商品のブラ

ッシュアップに繋げる。また、前項の商談会を通じた販路開拓支援を実施する。 

 

【目標③達成のための方針】 

 経営分析、事業計画の策定、策定後の実施支援の各局面で、経営力再構築伴走支援モデルによる支援

を実施する。具体的には、経営課題の設定から課題解決を支援するにあたり、経営者や従業員との対話

を通じて、事業者の自走化のための内発的動機付けを行い、潜在力を引き出す。 

 また、これを実現するために、経営指導員等の資質向上を実施する。 
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況等を共有するだけでなく、経営発達支援計画の進捗管理や支援ノウハウの共有（支援先

事業者が活用して効果的だった IT ツールの共有など）を図る。 

イ データベース化 

担当経営指導員等がクラウド型支援ツール（BIZ ミル等）に支援に関するデータ入力を適

時・適切に行う。これにより、支援中の小規模事業者の状況等を職員全員で相互共有し、

担当外の職員でも一定レベル以上の対応ができるようにするとともに、支援ノウハウを蓄

積し、組織内で共有することで支援能力の向上を図る。 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

必要な資金の額 4,170 4,170 4,170 4,170 4,170 

 地域の経済動向調査 40 40 40 40 40 

 需要動向調査 500 500 500 500 500 

 経営状況の分析 500 500 500 500 500 

 事業計画策定支援 600 600 600 600 600 

 事業計画策定後の実施支援 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 新たな需要の開拓に寄与する事業 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 事業の評価及び見直し 30 30 30 30 30 

 経営指導員等の資質向上等 500 500 500 500 500 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

自主財源・国補助金・県補助金・市補助金 等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


